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報

告

第

十

三

号

 

  
 

 

専

決

処

分

し

た

事

件

の

報

告

に

つ

い

て

 

  

令

和

四

年

六

月

二

十

四

日

に

判

決

が

あ

っ

た

生

活

保

護

基

準

引

下

げ

違

憲

国

家

賠

償

等

請

求

事

件

に

つ

い

て

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

別

紙

の

と

お

り

訴

え

の

提

起

（

控

訴

）

の

専

決

処

分

を

し

た

の

で

、

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

報

告

す

る

。

 

 

令

和

四

年

九

月

十

四

日

 

 

 
 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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別
紙 

一 
 
 

事

件

概

要 

本
件
は
、
東
京
都
内
の
複
数
の
市
区
（
江
戸
川
区
を
含
む
。
）
の
生
活
保
護
受
給
者
ら
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二

十
七
年
に
か
け
て
行
っ
た
生
活
保
護
基
準
の
改
定
（
以
下
「
本
件
改
定
」
と
い
う
。
）
が
違
憲
・
違
法
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
同
市
区
を
被
告
と

し
て
、
当
該
基
準
に
基
づ
き
各
福
祉
事
務
所
長
が
同
期
間
に
行
っ
た
各
生
活
保
護
変
更
決
定
処
分
（
以
下
「
本
件
各
処
分
」
と
い
う
。
）
の
取
消

し
を
求
め
る
と
と
も
に
、
本
件
改
定
に
よ
り
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
と
し
て
、
国
を
被
告
と
し
て
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

五
号
）
第
一
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
等
を
行
っ
た
事
件
で
あ
る
。 

二 
 

第
一
審
の
概
要
（
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
十
七
年
（
行
ウ
）
第
三
七
九
号
、
平
成
二
十
八
年
（
行
ウ
）
第
七
五
号
（
併
合
）
） 

㈠ 
 
 

提

起

年

月

日 

ア 

第
一
事
件 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日
（
区
収
受 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
） 

イ 

第
二
事
件 

 

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日
（
区
収
受 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
） 

㈡ 
 
 

判

決

言

渡

し 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日 

㈢ 
 

判

決

概

要 

本
件
改
定
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
判
断
に
は
、
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
あ
り
、
本
件
改
定
は
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
四
十
四
号
）
第
三
条
及
び
第
八
条
第
二
項
に
反
し
違
法
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
改
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
本
件
各
処
分
も
い
ず
れ
も

違
法
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
処
分
を
全
て
取
り
消
す
（
損
害
賠
償
を
求
め
る
部
分
に
つ
い
て
は
棄
却
）
。 

三 
 

控

訴

の

内

容 

㈠ 
 
 

控

訴

年

月

日 
 

令
和
四
年
七
月
七
日
（
専
決
処
分
日 

令
和
四
年
六
月
三
十
日
） 

㈡ 
 
 

当

事

者 
 

控
訴
人 

 

江
戸
川
区 

外
十
七
名
（
第
一
審
被
告
） 
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当

事

者 
 
 

被
控
訴
人 

江
戸
川
区
民
三
名 

外
二
十
五
名
（
第
一
審
原
告
） 

㈢ 
 
 

訴
訟
物
の
価
額 

 

百
二
十
五
万
六
千
五
百
六
十
円
（
う
ち
江
戸
川
区
分 

十
四
万
八
百
八
十
円
） 

㈣ 
 
 

控

訴

の

趣

旨
（
要
旨
） 

ア 

第
一
審
判
決
中
、
控
訴
人
ら
敗
訴
部
分
を
取
り
消
す
。 

イ 
被
控
訴
人
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。 

ウ 

訴
訟
費
用
は
、
第
一
審
、
第
二
審
と
も
被
控
訴
人
ら
の
負
担
と
す
る
。 

㈤  

控

訴

理

由 
 

 

江
戸
川
区
は
、 

生
活
保
護
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
本
件
改
定
に
基
づ
く
生
活
保
護
基
準
に
従
っ
て
処
分
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
行
う
べ
き
立
場
に
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
改
定
の
適
法
性
に
つ
い
て
、
各
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
判
断
が
分
か
れ
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
情
も
踏
ま
え
、
高
等
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
た
め
。 

   


